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●�

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
四

日
に
第
一
二
期
第
四
回
国
会
に
お
い
て

可
決
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
初
の
医
療
保
険

法
（
二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
発
効
、
以

下
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
）
に
基
づ

く
医
療
保
険
制
度
の
基
本
的
な
構
造
と

内
容
に
つ
い
て
読
み
解
き
、
考
察
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

同
医
療
保
険
法
は
二
〇
一
四
年
六
月

一
三
日
に
第
一
三
期
第
七
回
国
会
に
お

い
て
、
一
部
被
保
険
者
に
対
す
る
診
療

費
給
付
率
の
引
き
上
げ
、
患
者
が
最
初

に
受
診
す
る
医
療
機
関
の
登
録
制
度
を

め
ぐ
る
運
用
の
緩
和
と
引
き
締
め
、
法

執
行
に
関
す
る
規
定
の
具
体
化
な
ど
、

修
正
と
補
充
が
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
修
正
、
補
充
は
二

〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
に
対
し
て
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
法
的
土
台
は

依
然
と
し
て
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
〇
八
年

医
療
保
険
法
を
読
み
解
き
、
理
解
す
る

こ
と
は
、
現
行
（
本
稿
執
筆
現
在
）
の

ベ
ト
ナ
ム
の
医
療
保
険
制
度
に
つ
い
て

考
察
す
る
上
で
も
不
可
欠
な
作
業
の
ひ

と
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

最
初
に
、
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
の

基
本
的
な
内
容
を
法
文
に
即
し
て
理
解

す
る
こ
と
を
試
み
る
。
次
に
、
上
記
作

業
の
結
果
に
基
づ
き
、
二
〇
〇
八
年
医

療
保
険
法
に
基
づ
く
医
療
保
険
制
度
の

基
本
的
成
り
立
ち
、
構
造
に
つ
い
て
整

理
す
る
。
そ
し
て
同
医
療
保
険
制
度
の

基
本
的
な
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

●�

二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
に
お

け
る
医
療
保
険
の
位
置
づ
け
と

基
本
政
策

　

ベ
ト
ナ
ム
の
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険

法
は
、
医
療
保
険
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
定
め
て
い
る
。「
健
康
ケ
ア
の
分

野
で
適
用
さ
れ
る
保
険
形
式
で
あ
り
、

営
利
目
的
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
っ
て

組
織
、
実
行
さ
れ
る
。
各
対
象
は
今
法

の
規
定
に
従
っ
て
参
加
す
る
責
任
を
持

つ
」（
二
条
一
項
）。
ま
た
、「
全
民
医

療
保
険
」（bảo hiểm

 y tế toàn dân

）

を
目
指
す
と
明
確
に
述
べ
て
お
り
、
こ

れ
は
同
医
療
保
険
法
に
定
め
る
す
べ
て

の
対
象
（
表
１
参
照
）
が
医
療
保
険
に

参
加
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
二
条
二

項
）。

　

医
療
保
険
に
関
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
国

家
基
本
政
策
も
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
は
以
下
の
四
点
で
あ
る
（
四
条
）。

　

⑴
国
家
は
、
革
命
功
労
者
・
い
く
つ

か
の
社
会
政
策
対
象
⑴
の
た
め
に
医
療

保
険
費
を
拠
出
、
も
し
く
は
費
用
を
補

助
す
る
。

　

⑵
国
家
は
、
医
療
保
険
基
金
を
保
全

（bảo đảm
）
し
、
成
長
さ
せ
る
た
め
の

医
療
保
険
基
金
か
ら
の
投
資
活
動
に
対

し
て
優
遇
政
策
を
持
つ
。
医
療
保
険
基

金
の
歳
入
源
、
投
資
活
動
か
ら
の
利
益

は
免
税
と
さ
れ
る
。

　

⑶
国
家
は
、
組
織
・
個
人
が
医
療
保

険
に
参
加
し
、
も
し
く
は
対
象
者
の
た

め
に
医
療
保
険
費
を
納
め
る
た
め
の
条

件
を
作
る
。

　

⑷
国
家
は
、
医
療
保
険
管
理
に
お
け

る
先
進
的
な
技
術
、
技
術
的
方
途
の
開

発
投
資
を
奨
励
す
る
。

　

上
記
⑴
か
ら
、
二
〇
〇
八
年
医
療
保

険
法
は
、
政
策
対
象
者
、
社
会
的
弱
者

の
救
済
を
射
程
に
入
れ
た
社
会
扶
助
政

策
と
し
て
の
要
素
を
も
持
つ
も
の
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

●�

二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
に
基

づ
く
医
療
保
険
制
度
の
骨
格

　

本
章
で
は
、
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険

法
に
基
づ
く
医
療
保
険
制
度
の
基
本
構

造
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
最
初
に
制
度

運
営
に
直
接
関
わ
る
組
織
、
組
織
間
の

取
り
決
め
に
つ
い
て
み
る
。
次
に
、
同

制
度
に
基
づ
く
医
療
保
険
参
加
者
、
医

療
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
骨
格
に
つ
い
て
検

討
し
、
最
後
に
制
度
運
営
を
支
え
る
財

政
面
、
制
度
を
支
え
る
関
連
諸
組
織
と

そ
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
る
。

⑴
医
療
保
険
組
織
と
医
療
保
険
診
療
基

礎
　

医
療
保
険
組
織
と
は
、
医
療
保
険
に

関
す
る
制
度
・
政
策
・
法
律
を
実
行
し
、

分析リポート

ベ
ト
ナ
ム
の
医
療
保
険
制
度
の
基
本
構
造

―
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
に
基
づ
く
考
察
―

寺
本 

実



31 アジ研ワールド・トレンド No.258（2017. 4）

医
療
保
険
基
金
の
管
理
・
使
用
を
担
う

機
関
で
あ
り
（
九
条
一
項
）、
政
府
が

医
療
保
険
組
織
の
組
織
・
機
能
・
任
務
・

権
限
に
つ
い
て
定
め
る
（
九
条
二

項
）⑵
。
医
療
保
険
組
織
の
権
利
と
責

任
に
つ
い
て
は
、
表
２
、
表
３
に
ま
と

め
た
通
り
で
あ
る
。
医
療
保
険
政
策
の

実
施
・
管
理
、
財
源
の
管
理
・
使
用
、

表 1　医療保険の対象
対象 医療保険納入額（月） 医療保険費納入方式 診療時の

給付率

1.　期限を定めない労働契約に従って働く労働者、労働に関する
法律の規定に従って 3 カ月以上の労働契約に従って働く労働者、
給与・労賃に関する法律の規定に従って給与・労賃を享受する企
業管理者である労働者、法律の規定に従った幹部・公務員・国の
職員（viên chức）（以下、労働者と呼称）

毎月の給与・労賃の 6% が上限。使用者側が 3
分の 2、労働者が 3 分の 1 を納める

毎月、労働使用者は、労働者のために医療保険費を医
療保険基金に納める。そして、医療保険基金に同時に
納めるため、労働者の給与・労賃から医療保険金を源
泉徴収する。月ごとに給与を支払わない農林漁塩業の
使用者は、3 カ月もしくは 6 カ月に 1 回、労働者のた
めに医療保険費を医療保険基金に納める。医療保険基
金に同時に納めるため、労働者の給与・労賃から医療
保険納入金を源泉徴収する

80%

2.　人民公安に勤務する士官、下士官、専門・技術士官、専門・
技術下士官

毎月の給与・労賃の 6% が上限。使用者側が 3
分の 2、労働者が 3 分の 1 を納める

毎月、労働使用者は、労働者のために医療保険費を医
療保険基金に納める。そして、医療保険基金に同時に
納めるため、労働者の給与・労賃から医療保険金を源
泉徴収する

100%

3.　年金受給者、毎月の労働力喪失扶助金受給者 年金、労働力喪失扶助金の 6% が上限。社会保
険組織によって納められる 毎月、社会保険組織が医療保険費を納める 95%

4.　労働災害、職業病による毎月の社会保険扶助金受給者 最 低 賃 金（mức lương tối thiểu） の 6% が 上 限。
社会保険組織によって納められる 毎月、社会保険組織が医療保険費を納める 80%

5.　国家予算から毎月扶助金を受給する、労働力喪失扶助金の受
給を止めた者

最低賃金の 6% が上限。社会保険組織によって
納められる 毎月、社会保険組織が医療保険費を納める 80%

6.　毎月社会保険扶助金を受給する休職した（nghỉ việc）社・坊・
市鎮幹部（社・坊・市鎮は末端行政単位。）

最低賃金の 6% が上限。社会保険組織によって
納められる 毎月、社会保険組織が医療保険費を納める 80%

7.　国家予算から毎月扶助金を受給する休職した社・坊・市鎮幹
部

最低賃金の 6% が上限。国家予算によって納め
られる

毎年、管理機関、管理組織が医療保険費を医療保険基
金に納める 80%

8.　失業扶助金受給者 失業扶助金の 6% が上限。社会保険組織によっ
て納められる 毎月、社会保険組織が医療保険費を納める 80%

9.　革命功労者 最低賃金の 6% が上限。国家予算によって納め
られる

毎年、管理機関、管理組織が医療保険費を医療保険基
金に納める 100%

10.　退役兵士に関する法規定に従った退役兵士 最低賃金の 6% が上限。国家予算によって納め
られる

毎年、管理機関、管理組織が医療保険費を医療保険基
金に納める 80%

11.　政府の規定に従った救国抗米戦争への直接参加者 最低賃金の 6% が上限。国家予算によって納め
られる

毎年、管理機関、管理組織が医療保険費を医療保険基
金に納める 80%

12.　現職の国会代表、各級人民評議会代表 最低賃金の 6% が上限。国家予算によって納め
られる

毎年、管理機関、管理組織が医療保険費を医療保険基
金に納める 80%

13.　法規定に従って毎月の社会扶助金を受給する対象に属する
者

最低賃金の 6% が上限。国家予算によって納め
られる

毎年、管理機関、管理組織が医療保険費を医療保険基
金に納める 95%

14.　貧困戸に属する者、困難な経済・社会的条件、特別困難な
地域において生活する少数民族

最低賃金の 6% が上限。国家予算によって納め
られる

毎年、管理機関、管理組織が医療保険費を医療保険基
金に納める 95%

15.　革命功労者の優遇に関する法律の規定に従った革命功労者
の親類

最低賃金の 6% が上限。国家予算によって納め
られる

毎年、革命功労者を管理する機関・組織が医療保険基
金に医療保険費を納める 80%

16.　現役の人民軍の士官・下士官・専業軍人、人民公安の士官・
下士官・戦士、政府機密委員会で機密工作に従事する士官・専業
軍人などの親類

最低賃金の 6% が上限。国家予算によって納め
られる

毎年、人民軍士官、軍事義務、人民公安、政府機密委
員会の機密工作に関する法律の規定に従った人民軍、
人民公安、政府機密委員会の士官等を管理する機関・
組織が、医療保険基金に医療保険費を納める

80%

17.　72 カ月までの子ども 最低賃金の 6% が上限。国家予算によって納め
られる

毎年、管理機関、管理組織が医療保険費を医療保険基
金に納める 100%

18.　関連する法律の規定に従って、自身の臓器を提供した者 最低賃金の 6% が上限。国家予算によって納め
られる

毎年、管理機関、管理組織が医療保険費を医療保険基
金に納める 80%

19.　ベトナムの国家予算から奨学金を支給されている、ベトナ
ムで学習する外国人

最低賃金の 6% が上限。奨学金を支給している
機関、組織、単位が納める

毎月、奨学金を支給している機関・組織・単位が、医
療保険費を医療保険基金に納める 80%

20.　近貧困家庭に属する者
最低賃金の 6% が上限。対象によって納められ
る。国家予算から対象に対する医療保険納入額
の一部を補助する

政府が、医療保険納入方式を具体的に定める 80%

21.　学生、大学生
最低賃金の 6% が上限。対象によって納められ
る。国家予算から対象に対する医療保険納入額
の一部を補助する

政府が、医療保険納入方式を具体的に定める 80%

22.　農業・林業・漁業・塩業を営む家庭に属する者
最低賃金の 6% が上限。対象によって納められ
る。国家予算から平均的な生活レベルを持つ対
象に対する医療保険納入額の一部を補助する

政府が、医療保険納入方式を具体的に定める 80%

23.　本条第 1 項で定めた労働者が養育する責任を持ち、同じ世
帯に暮らす親類

最低賃金の 6% が上限。労働者によって納めら
れる 政府が、医療保険納入方式を具体的に定める 80%

24.　合作社員、個人経営戸 最低賃金の 6% が上限。対象者によって納めら
れる 政府が、医療保険納入方式を具体的に定める 80%

25.　政府の規定に従ったその他の対象 最低賃金の 6% が上限 政府が、医療保険納入方式を具体的に定める 80%

（出所）2008 年医療保険法 12 条、13 条、15 条、22 条に基づき筆者作成。
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険
組
織
は
医
療
保
険
診
療
基
礎
に
対
し

て
、
医
療
保
険
診
療
費
の
清
算
を
行
う

（
三
一
条
一
項
）。
具
体
的
に
は
、
毎
四

半
期
ご
と
に
医
療
保
険
組
織
は
、
決
算

さ
れ
た
前
の
第
一
四
半
期
の
実
際
の
医

療
保
険
診
療
費
の
少
な
く
と
も
八
〇
％

を
医
療
保
険
診
療
基
礎
に
対
し
て
充
当

す
る
必
要
が
あ
る
（
三
二
条
一
項
）⑶
。

　

そ
し
て
、
医
療
保
険
組
織
と
医
療
保

険
診
療
基
礎
の
間
の
清
算
手
続
き
は
、

以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
三

二
条
二
項
）。

　

① 

医
療
保
険
診
療
基
礎
は
、
毎
四
半

期
の
初
め
の
月
に
お
い
て
、
前
四

半
期
の
医
療
保
険
診
療
費
の
決
算

報
告
書
を
医
療
保
険
組
織
に
送
付

す
る
責
任
を
持
つ
。

　

② 

医
療
保
険
組
織
は
、
医
療
保
険
診

療
基
礎
か
ら
上
記
の
決
算
報
告
書

を
受
領
し
た
日
を
含
め
て
三
〇
日

の
う
ち
に
、
同
報
告
書
を
検
討
し
、

決
算
結
果
を
通
報
す
る
責
任
を
持

つ
。

　

③ 

医
療
保
険
組
織
は
、
医
療
保
険
診

療
基
礎
に
決
算
結
果
を
通
報
し
た

日
を
含
め
て
一
五
日
以
内
に
清
算

を
実
施
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

⑵
医
療
保
険
の
対
象
・
保
険
費
・
適
用

範
囲

　

次
に
、
①
医
療
保
険
の
対
象
、
②
医

療
保
険
費
納
入
額
、
③
医
療
保
険
の
適

用
範
囲
、
④
医
療
保
険
証
、
に
つ
い
て

順
を
追
っ
て
み
て
い
き
た
い
。

①
医
療
保
険
の
対
象

　

医
療
保
険
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
二

〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
で
は
二
五
種
類

に
分
け
ら
れ
て
い
る
（
表
１
参
照
）。

な
か
に
は
、
労
働
契
約
に
基
づ
く
労
働

者
、
農
林
漁
業
・
塩
業
従
事
者
、
公
安
、

革
命
功
労
者
、
退
役
兵
士
の
ほ
か
、
労

働
災
害
・
職
業
病
に
よ
る
労
働
力
喪
失

扶
助
金
の
受
給
者
、
失
業
扶
助
金
受
給

者
、
六
歳
（
七
二
カ
月
）
ま
で
の
子
ど

も
、
困
難
な
生
活
環
境
下
で
暮
ら
す
少

数
民
族
、
貧
困
戸
に
属
す
る
者
、
近
貧

困
戸
に
属
す
る
者
⑷
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

関
連
機
関
の
指
導
・
検
査
、
制
度
の
宣

伝
・
普
及
、
書
類
・
デ
ー
タ
の
整
備
・

管
理
な
ど
、
そ
の
業
務
は
多
岐
に
渡
る
。

　

次
に
、
医
療
保
険
診
療
基
礎
と
は
、

医
療
保
険
組
織
と
診
療
契
約
（
後
述
）

を
結
ん
だ
医
療
基
礎
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
、
①
社
レ
ベ
ル
診
療
所
、

そ
れ
と
同
等
機
関
、
助
産
院
、
②
総
合

診
療
室
、
専
門
診
療
室
、
③
総
合
病
院
、

専
門
病
院
が
含
ま
れ
る
（
二
四
条
）。

こ
の
医
療
保
険
診
療
基
礎
は
、
表
４
、

表
５
に
ま
と
め
た
権
利
と
責
任
を
有
す

る
。
医
療
保
険
診
療
基
礎
は
、
医
療
保

険
参
加
者
（người tham

 gia bảo hiểm
 

y tế

）
に
手
続
き
的
な
負
担
を
か
け
ず

に
診
療
を
行
い
、

当
該
診
療
基
礎

を
管
轄
す
る
医

療
保
険
組
織
や

国
家
機
関
の
要

求
に
従
い
、
必

要
書
類
を
提
供

す
る
な
ど
の
責

任
を
負
う
。

　

先
述
し
た
医

療
保
険
診
療
契

約
と
は
、
医
療

保
険
診
療
サ
ー

ビ
ス
の
供
給
と

診
療
費
の
清
算

（
原
語
に
即
し
、

本
稿
で
は
「
精
算
」
で
は
な
く
「
清
算
」

と
記
す
。
以
下
同
様
）
に
関
す
る
、
医

療
保
険
組
織
と
診
療
基
礎
と
の
間
の
合

意
文
書
で
あ
る
（
二
五
条
一
項
）。
同

契
約
で
は
、
①
服
務
対
象
と
サ
ー
ビ
ス

供
給
の
質
に
関
す
る
要
求
事
項
、
②
診

療
費
の
清
算
方
式
、
③
両
者
の
権
利
と

責
任
、
④
契
約
期
間
、
⑤
契
約
違
反
に

よ
り
生
ず
る
責
任
、
⑥
契
約
の
変
更
、

整
理
（thanh lý

）、
契
約
終
了
の
条
件
、

に
つ
い
て
取
り
決
め
ら
れ
る
（
二
五
条

二
項
）。

　

そ
し
て
、
同
契
約
の
型
は
、
医
療
省

大
臣
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
合
意
文
書
に
従
っ
て
、
医
療
保

表 2　医療保険組織の権利
1.　労働使用者、医療保険参加者の代表、医療保険参加者に対し、医療保険実行について彼らの責任に関
わる十分で正確な情報、資料を提供するよう求める

2.　医療保険診療実行を検査、鑑定する。医療保険証の回収、暫定的預かりに関する本法 20 条に定める状
況に対し、医療保険証を回収し、暫定的に預かる

3.　医療保険鑑定工作に資するため、診療に関する書類、診断記録、資料の提供を医療保険診療基礎に求
める

4.　本法の規定、医療保険診療契約の内容と異なる医療保険診療費の清算を拒否する

5.　医療保険参加者に損害を補償する責任を持つ者に対し、医療保険組織が支払った診療費の返済を求め
る

6.　管轄を有する国家機関に医療保険に関する政策・法律の修正・補充、医療保険に関する法律に違反し
た組織、個人の処理を建議する

（出所）2008 年医療保険法 40 条に基づき筆者作成。

表 4　医療保険診療基礎の権利
1.　医療保険組織に対して、医療保険参加者、診療基礎における医療保険参加者に対する診療費に関する
十分かつ正確な情報の提供を求める

2.　締結した診療契約に従い、医療保険組織によって、経費の充足（tạm ứng）と診療費の清算を受ける

3.　医療保険に関する法律に違反した組織・個人の処理を管轄を有する国家機関に建議する

（出所）2008 年医療保険法 42 条に基づき筆者作成。

表 5　医療保険診療基礎の責任
1.　医療保険参加者のため、簡素、便利な手続きの下に、質を保った診療を組織する

2.　管轄を有する医療保険組織、国家機関の要求に従い、医療保険参加者の、病気経過（bệnh án）書類、
診療・治療、診療・治療費の清算に関する資料を提供する

3.　医療保険組織が鑑定工作を実行するために必要不可欠な条件を保全する。医療保険参加者に対して医
療保険制度について宣伝、説明することにおいて、医療保険組織と協力する

4.　医療保険証使用に関する違反ケースについて、検査、発見に努め、医療保険組織に通報する。本法 20
条の定めるケースに対し、医療保険組織と協力し、医療保険証を回収、暫定的に預かる

5.　法律の規定に従い、医療保険基金からの経費を管理、使用する

6.　法律規定に従い、医療保険に関する統計・報告工作を組織、実行する

（出所）2008 年医療保険法 43 条に基づき筆者作成。

表 3　医療保険組織の責任
1.　医療保険に関する政策・法律を宣伝、普及させる

2.　医療保険参加者のために迅速、簡素、便利さを保全するよう医療保険制度の書類、手続き、組織実行
について指導する。

3.　医療保険費を領収し、医療保険証を発給する

4.　医療保険基金を管理し、使用する

5.　診療基礎と医療保険診療契約を締結する

6.　医療保険診療費を清算する

7.　医療保険診療基礎に関する情報を供給し、医療保険参加者に最初の診療基礎の登録選択について指導
する

8.　診療の質を検査する。医療保険を鑑定する

9.　医療保険参加者の権利を保護する。医療保険制度に関する建議、請願、告発を管轄に従って解決する

10.　法律の規定に従い、医療保険に関する書類・データを保存する。医療保険管理において情報技術を用
い、医療保険に関する国家データ基礎体系を構築する

11.　医療保険に関する統計、報告、業務指導を組織・実行する。医療保険基金の管理・使用について定期
的もしくは要求があった際に臨時に報告する

12.　医療保険に関する業務訓練、養成、科学的研究、国際協力を組織する

（出所）2008 年医療保険法 41 条に基づき筆者作成。
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「
医
療
保
険
参
加
者
は
、
社
、
県
も

し
く
は
こ
れ
ら
と
同
等
レ
ベ
ル
の
診
療

基
礎
に
お
い
て
最
初
に
診
療
を
受
け
る

医
療
保
険
診
療
基
礎
の
登
録
（đăng 

ký

）
を
行
う
権
利
を
持
つ
（
医
療
省
大

臣
の
定
め
る
規
定
に
従
い
、
省
・
中
央

レ
ベ
ル
の
診
療
基
礎
に
登
録
で
き
る
場

合
を
除
く
）」（
二
六
条
一
項
）⑸
。
そ

の
当
該
医
療
保
険
診
療
基
礎
の
名
称
は

医
療
保
険
証
に
記
載
さ
れ
る
（
二
六
条

三
項
）。
ま
た
、
制
度
上
は
四
半
期
の

初
め
に
登
録
す
る
医
療
保
険
診
療
基
礎

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
六
条

二
項
）⑹
。

　

医
療
保
険
参
加
者
の
権
利
・
義
務
は

表
６
、
表
７
に
ま
と
め
た
通
り
で
あ
る
。

医
療
保
険
参
加
者
は
、
診
療
時
の
医
療

サ
ー
ビ
ス
受
診
や
診
察
費
の
精
算
に
関

わ
る
権
利
の
ほ
か
、
医
療
保
険
組
織
、

医
療
保
険
診
療
基
礎
、
関
連
す
る
機
関

に
対
し
、
医
療
保
険
制
度
に
関
す
る
情

報
、
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
法
律
違
反
行
為
が
あ
る
場
合
に

は
請
願
、
告
発
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
医
療
保
険
費
の
納
入
額

　

次
に
、
医
療
保
険
費
に
つ
い
て
見
る
。

医
療
保
険
費
納
入
額
を
定
め
る
際
の
ベ

ー
ス
と
な
る
費
目
に
つ
い
て
、
二
〇
〇

八
年
医
療
保
険
法
で
は
⒜
給
与
・
労
賃
、

⒝
年
金
、
⒞
労
働
力
喪
失
扶
助
金
、
⒟

失
業
扶
助
金
、
⒠
最
低
賃
金
、
を
挙
げ

て
い
る
。
医
療
保
険
費
の
上
限
額
は
上

記
そ
れ
ぞ
れ
の
六
％
と
定
め
ら
れ
て
い

る
（
表
１
参
照
）。

　

医
療
保
険
費
納
入
主
体
に
つ
い
て
は
、

主
に
以
下
の
七
ケ
ー
ス
に
分
か
れ
る

（
一
三
条
、
表
１
参
照
）。

　

⒜ 

労
働
契
約
に
基
づ
く
労
働
者
、
公

安
に
勤
務
す
る
士
官
等
の
よ
う
に
、

納
入
す
る
医
療
保
険
費
の
う
ち
三

分
の
二
を
雇
用
者
側
、
残
り
を
被

雇
用
者
が
負
担
す
る
ケ
ー
ス
（
表

１
内
整
理
番
号
1
、
2
）。

　

⒝ 

年
金
受
給
者
、
労
働
力
扶
助
金
受

給
者
、
失
業
扶
助
金
受
給
者
の
よ

う
に
社
会
保
険
組
織
が
負
担
す
る

ケ
ー
ス
（
表
１
内
整
理
番
号
3
、

4
、
5
、
6
、
8
）。

　

⒞ 

革
命
功
労
者
、
退
役
兵
士
、
国
会

代
表
、
人
民
評
議
会
代
表
、
貧
困

戸
に
属
す
る
者
、
七
二
カ
月
ま
で

の
子
ど
も
の
よ
う
に
、
国
家
予
算

か
ら
保
険
費
が
拠
出
さ
れ
る
ケ
ー

ス
（
表
１
内
整
理
番
号
7
、
9
、

10
、
11
、
12
、
13
、
14
、
15
、
16
、

17
、
18
）。

　

⒟ 

近
貧
困
戸
に
属
す
る
者
、
学
生
・

大
学
生
、
農
林
漁
業
・
塩
業
を
営

む
家
庭
に
属
す
る
者
の
よ
う
に
本

人
が
負
担
し
、
国
家
予
算
か
ら
一

部
補
助
さ
れ
る
ケ
ー
ス
（
表
１
内

整
理
番
号
20
、
21
、
22
）。

　

⒠ 

第
一
二
条
第
一
項
に
該
当
す
る
、

契
約
に
基
づ
く
労
働
者
が
扶
養
義

務
を
有
す
る
当
該
労
働
者
の
親
類

の
よ
う
に
、
当
該
労
働
者
に
よ
っ

て
負
担
さ
れ
る
ケ
ー
ス
（
表
１
内

整
理
番
号
23
）。

　

⒡ 

合
作
社
・
個
人
経
営
者
の
よ
う
に

対
象
者
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
ケ

ー
ス
（
表
１
内
整
理
番
号
24
）。

　

⒢ 

ベ
ト
ナ
ム
の
国
家
予
算
か
ら
奨
学

金
を
支
給
さ
れ
て
い
る
外
国
人
の

よ
う
に
、
奨
学
金
を
支
給
す
る
機

関
・
組
織
・
単
位
が
負
担
す
る
ケ

ー
ス
（
表
１
内
整
理
番
号
19
）、

以
上
で
あ
る
。

③
医
療
保
険
の
適
用
範
囲

　

次
に
、
医
療
保
険
の
適
用
さ
れ
る
ケ

ー
ス
と
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
、
診
療
費
給

付
率
に
つ
い
て
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険

法
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

⒜
医
療
保
険
の
適
用
範
囲

　

医
療
保
険
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
は
以

下
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
（
二
一
条
）。

　
（
ア
）
診
療
、
リ
ハ
ビ
リ
、
定
期
的

妊
婦
検
査
（khám

 thai định kỳ

）、
出

産
、（
イ
）
い
く
つ
か
の
病
気
を
早
期

に
診
断
し
、
悪
い
部
位
を
除
く
技
術
を

選
択
す
る
た
め
の
診
療
（
医
療
省
大
臣

が
具
体
的
に
規
定
す
る
）、（
ウ
）
緊
急

時
も
し
く
は
入
院
治
療
中
に
専
門
技
術

レ
ベ
ル
に
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
に
お
け
る
、本
法
一
二
条
九
項（
革

命
功
労
者
）、
一
三
項
（
毎
月
の
社
会

扶
助
金
受
給
者
）、
一
四
項
（
貧
困
戸

に
属
す
る
者
、
困
難
な
経
済
・
社
会
的

条
件
下
の
地
域
、
特
別
困
難
な
地
域
で

暮
ら
す
少
数
民
族
）、
一
七
項
（
七
二

カ
月
ま
で
の
子
ど
も
）
と
二
〇
項
（
近

貧
困
戸
に
属
す
る
者
）
で
定
め
ら
れ
た

対
象
に
対
す
る
、
県
レ
ベ
ル
医
療
保
険

診
療
基
礎
か
ら
上
級
レ
ベ
ル
へ
の
病
人

輸
送
、
が
対
象
と
な
る
。
そ
し
て
、
医

療
省
大
臣
が
、
関
連
機
関
を
指
揮
し
、

そ
れ
ら
機
関
と
協
力
し
て
、
医
療
保
険

が
カ
バ
ー
す
る
範
囲
の
薬
、
化
学
物
質
、

物
資
、
設
備
、
医
療
技
術
サ
ー
ビ
ス
の

表 6　医療保険参加者の権利
1.　医療保険費を納めた際に医療保険証を支給される

2.　医療保険診療に関する本法 26 条 1 項の規定に従って、最初の医療保険診療基礎を選択する

3.　診療を受けることができる

4.　医療保険制度に従って、医療保険組織によって診療費を清算される

5.　医療保険組織、医療保険診療基礎、関連機関に医療保険制度について、説明と情報の提供を求め
る

6.　医療保険に関する法律違反行為について請願・告発する

（出所）2008 年医療保険法 36 条に基づき筆者作成。

表 7　医療保険参加者の義務
1.　正しい期限内に十分な医療保険費を納める

2.　正しい目的で医療保険証を使用し、他の人に医療保険証を貸さない

3.　診療、治療時に医療保険診療手続きについて定めた今法 28 条における規定を実行する

4.　診療、治療に行った際、医療保険組織、診療基礎の規定、指導を実行する

5.　診療基礎に対し医療保険によって支払われる以外の診療費を清算する

（出所）2008 年医療保険法 37 条に基づき筆者作成。
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リ
ス
ト
を
公
布
す
る
。

⒝
医
療
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス

　

次
に
、
医
療
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
表
８
に
ま
と
め

た
通
り
で
あ
る
。
診
療
、
リ
ハ
ビ
リ
に

お
け
る
義
手
・
義
足
な
ど
の
使
用
、
法

律
違
反
行
為
や
自
傷
に
と
も
な
う
疾

病
・
怪
我
の
診
療
、
美
容
整
形
な
ど
に

つ
い
て
は
医
療
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
。

⒞
医
療
保
険
に
基
づ
く
診
療
費
給
付
率

　

最
後
に
、
医
療
保
険
に
基
づ
く
診
療

費
の
給
付
率
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
医

療
保
険
参
加
者
の
属
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
し
た
が
い
、
診
療
費
の
（
ア
）
一
〇

〇
％
、（
イ
）
九
五
％
、（
ウ
）
八
〇
％

の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
（
二
二
条
一

項
）。

　
（
ア
）
一
〇
〇
％
給
付
さ
れ
る
の
は
、

公
安
に
勤
務
す
る
士
官
、
革
命
功
労
者
、

七
二
カ
月
ま
で
の
子
ど
も
で
あ
る
。

　
（
イ
）
九
五
％
給
付
さ
れ
る
の
は
、

年
金
受
給
者
・
毎
月
の
労
働
力
喪
失
扶

助
金
受
給
者
、
法
律
の
規
定
に
従
っ
た

毎
月
の
社
会
扶
助
金
受
給
者
、
貧
困
戸

に
属
す
る
者
、
困
難
な
経
済
・
社
会
的

条
件
下
の
地
域
、
特
別
困
難
な
地
域
で

暮
ら
す
少
数
民
族
で
あ
る
。

　
（
ウ
）
残
る
対
象
に
対
し
て
は
診
療

費
の
八
〇
％
が
給
付
さ
れ
る
。

　

な
お
、
高
額
な
高
度
技
術
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
た
場
合
な
ど
、
い
く
つ
か
の
ケ

ー
ス
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
別
途
給
付

率
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

④
医
療
保
険
証

　

医
療
保
険
参
加
者
に
は
一
人
に
つ
き

一
枚
医
療
保
険
証
が
配
布
さ
れ
る　

（
一
六
条
二
項
）⑻
。
手
続
き
と
し
て
は
、

以
下
の
書
類
を
医
療
保
険
組
織
が
受
領

し
た
日
を
含
む
一
〇
業
務
日
以
内
に
医

療
保
険
参
加
者
に
手
交
さ
れ
る
（
一
七

条
三
項
）。
通
常
必
要
書
類
は
以
下
の

三
種
で
あ
る
（
一
七
条
一
項
）。

⒜ 

二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
一
三
条
一

項
に
定
め
ら
れ
た
医
療
保
険
費
を
納

め
る
責
任
を
持
つ
機
関
・
組
織
の
医

療
保
険
参
加
登
録
書
類
。

⒝ 

二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
一
三
条
一

項
に
定
め
ら
れ
た
医
療
保
険
費
（
雇

用
者
が
三
分
の
二
、
被
雇
用
者
は
三

分
の
一
を
支
払
う
）
を
納
め
る
責
任

を
持
つ
機
関
・
組
織
に
よ
る
医
療
保

険
参
加
者
の
名
簿
、
も
し
く
は
自
主

的
医
療
保
険
に
参
加
す
る
者
の
代
表

者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
参
加
者
の

名
簿
。

⒞ 

医
療
保
険
に
参
加
す
る
個
人
、
家
族

の
申
告
書
。

⑶
医
療
保
険
基
金
の
財
源
と
使
用
目
的

　

医
療
保
険
制
度
の
運
営
財
源
と
な
る

医
療
保
険
基
金
（quỹ bảo hiểm

 y tế

）

に
つ
い
て
、
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法

は
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。「
医

療
保
険
費
、
そ
の
他
の
合
法
的
な
歳
入

源
か
ら
形
成
さ
れ
、
医
療
保
険
参
加
者

の
診
療
費
、
医
療
保
険
組
織
の
機
構
管

理
費
、
医
療
保
険
に
関
わ
る
そ
の
他
の

合
法
的
費
用
を
支
払
う
た
め
に
使
用
さ

れ
る
」（
二
条
三
項
）。
医
療
保
険
基
金

の
財
源
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
①

医
療
保
険
法
の
規
定
に
し
た
が
っ
た
医

療
保
険
費
、
②
医
療
保
険
基
金
に
基
づ

く
投
資
活
動
か
ら
の
利
益
、
③
国
内
、

国
外
の
組
織
・
個
人
か
ら
の
財
政
支
援
、

表 8　医療保険が適用されないケース
1.　本法 21 条 1 項の定める医療保険適用事項のうち、国家予算によって支払われた費用

2.　サナトリウム、静養所における療養、静養

3.　健康診断

4.　治療目的以外の妊娠検査、診断

5.　受精補助技術の使用、家族計画化、胎児・妊婦の病理によって出産を停止しなければならない場合以外の中
絶（nạo hút thai, phá thai）

6.　美容整形

7.　斜視（lác）、近視（cận thị）、屈折異常（tật khúc xạ）の治療

8.　診療、リハビリにおける義手、義足、義眼、入歯、メガネ、補聴器、運動支援方途を含む代替医療物資の使
用

9.　職業病、労働災害、災害に係る診療、リハビリ

10.　自殺、自傷の場合の診療

11.　麻薬中毒、アルコール中毒、他の中毒を引き起こす物質による中毒の診療

12. 　当該人物の法律違反行為による体質、精神に関する損傷の診療

13.　医療鑑定、法医鑑定、精神法医鑑定

14.　臨床、科学研究試験への参加

（出所）2008 年医療保険法 23 条より筆者作成。

表 9　関係各機関の職責
機関 責任事項

医療省

関連する省庁と省庁と同レベルの機関、機関、組織を指揮し、これらと協力して下記の任
務を実行する

（1）全人民医療保険に基づく人民の健康の保護、ケア、向上に資するため、医療保険、医
療体系、医療技術専門レベル、財政源に関する政策・法律を構築する

（2）医療保険発展のための総合的な戦略・日程・計画を構築する

（3）医療保険参加者の享受できる範囲に属する薬、医療物資、技術サービスのリスト、 医
療保険診療に関連する技術的専門規定を公布する

（4）医療保険基金の均衡保全を目的とする方策を構築し、政府に提出する

（5）医療保険に関する政策・法律を宣伝し、普及させる

（6）医療保険制度執行の指導、手引きを行う

（7）医療保険に関する監査、検査、違反処理を行い、請願・告発を解決する

（8）医療保険領域における活動の追跡、評価、総括を行う

（9）医療保険に関する科学的研究、国際協力を組織する

財政省
（1）医療省、関連する機関・組織と協力し、医療保険に関わる財政について政策・法律を

構築する

（2）医療保険、医療保険基金に対する財政制度に関する法律規定実行の監査・検査を行う

各級人民委員会

1.　各級人民委員会は自身の任務・権限の範囲において、以下の責任を持つ

（1）医療保険に関する政策・法律の執行を指導する

（2）本法の規定に従い、国家予算によって医療保険費を納入される対象および同費用を補
助される対象のために医療保険納入経費を保全する

（3）医療保険に関する政策・法律を宣伝し、普及させる

（4）医療保険に関する監査・検査・違反処理を行い、請願・告発を解決する

2.　省・中央直轄市の人民委員会は、本条 1 項に定める責任を実行する以外に、医療保険
歳入が診療費を上回る場合、医療保険基金の使用について定めた本法 35 条の 2 項に従って、
経費源の管理、使用に責任を負う

医療保険組織
（1）医療保険組織は、医療保険に関する制度・政策・法律を実行し、医療保険基金を管理、

使用する機能を持つ

（2）政府は、医療保険組織の組織・機能・任務・権限について具体的な規定を定める

国家会計院
国家会計院は 3 年ごとに医療保険基金の会計監査を実施し、国会に結果を報告する。国会、
国会常務委員会または政府が求める時には、国家会計院は医療保険基金に対する臨時の会
計監査を実行する

（出所）2008 年医療保険法 6 条、7 条、8 条、9 条、10 条に基づき筆者作成。
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援
助
、
④
そ
の
他
の
合
法
的
歳
入
源
、

と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
三
三
条
）。

　

医
療
保
険
基
金
の
管
理
に
際
し
て
は
、

集
中
的
、
統
一
的
、
公
開
、
透
明
性
を

持
っ
て
管
理
さ
れ
、
医
療
保
険
組
織
体

系
に
お
け
る
管
理
分
級
（
中
央
か
ら
末

端
に
至
る
行
政
レ
ベ
ル
間
の
権
限
、
役

割
の
分
担
、
分
業
）
を
有
す
る
（
三
四

条
一
項
）。
政
府
は
、
医
療
保
険
基
金

管
理
の
具
体
的
な
事
項
を
定
め
、
医
療

保
険
の
歳
入
と
支
出
の
収
支
不
均
衡
が

生
じ
た
際
に
お
け
る
医
療
保
険
診
療
の

保
全
の
た
め
の
財
源
を
決
定
す
る
（
三

四
条
二
項
）。

　

そ
し
て
、
医
療
保
険
基
金
の
使
用
目

的
に
つ
い
て
は
、
①
医
療
保
険
診
療
費

の
清
算
、
②
国

家
機
関
の
行
政

支
出
定
額
に
従

っ
た
医
療
保
険

組
織
の
機
構
管

理
費
、③
安
全
・

効
果
的
の
原
則

に
従
っ
た
、
医

療
保
険
基
金
の

保
全
、
成
長
の

た
め
の
投
資
、

④
医
療
保
険
診

療
予
防
基
金

（quỹ dự phòng 
khám

 bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm
 y tế

）⑼
の
設
立
、

と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
三
五
条
一
項
）。

⑷
医
療
保
険
制
度
の
管
理
に
関
す
る
各

機
関
の
役
割

　

医
療
保
険
の
管
理
、
運
営
に
関
わ
る
、

医
療
省
、
財
政
省
、
各
級
人
民
委
員
会
、

医
療
保
険
組
織
、
国
家
会
計
院
の
個
々

の
具
体
的
な
責
任
、
役
割
に
つ
い
て
は
、

表
９
に
ま
と
め
た
通
り
で
あ
る
。

　

医
療
保
険
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
統

一
的
に
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
（
五
条
一
項
）、
な
か
で
も
医
療
省

が
政
府
に
対
し
て
医
療
保
険
に
関
す
る

国
家
管
理
の
実
行
に
お
い
て
責
任
を
負

う
（
五
条
二
項
）。
そ
の
他
の
省
庁
、

省
庁
と
同
等
機
関
に
つ
い
て
は
、
自
身

の
任
務
・
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
医

療
省
と
協
力
し
、
医
療
保
険
に
関
す
る

国
家
管
理
を
実
行
す
る
（
五
条
三
項
）。

各
級
人
民
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
自
身

の
任
務
・
権
限
の
範
囲
に
お
い
て
、
地

方
に
お
け
る
医
療
保
険
に
関
す
る
国
家

管
理
を
実
行
す
る
（
五
条
四
項
）。

●�

二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
に
基

づ
く
医
療
保
険
制
度
の
特
徴

　

こ
れ
ま
で
、
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険

法
の
法
文
に
即
し
て
同
医
療
保
険
制
度

の
基
本
的
な
内
容
に
つ
い
て
読
み
解
い

て
き
た
。
本
章
で
は
こ
れ
ま
で
検
討
し

た
内
容
を
整
理
、
総
括
し
、
そ
の
上
で

二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
に
基
づ
く
医

療
保
険
制
度
の
基
本
的
な
構
造
と
特
徴

に
つ
い
て
考
え
た
い
。

⑴
整
理
、
総
括

　

こ
れ
ま
で
み
た
二
〇
〇
八
年
医
療
保

険
法
の
内
容
に
基
づ
い
て
同
医
療
保
険

制
度
の
基
本
的
な
構
造
に
つ
い
て
考
え

る
と
、
図
１
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
医
療
保
険
制
度
で

は
償
還
払
い
形
式
で
は
な
く
、
現
物
給

付
形
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

同
保
険
医
療
制
度
の
運
営
に
は
医
療

省
、
財
政
省
、
各
級
人
民
委
員
会
な
ど

が
関
わ
る
が
、
直
接
実
施
を
担
う
機
関

と
し
て
、
医
療
保
険
組
織
、
医
療
保
険

診
療
基
礎
が
あ
る
。
医
療
保
険
組
織
は
、

医
療
保
険
に
関
す
る
制
度
・
政
策
・
法

律
を
実
行
し
、医
療
保
険
基
金
の
管
理
・

使
用
を
担
う
機
関
で
あ
る
。
そ
し
て
医

療
保
険
診
療
基
礎
と
は
、
医
療
保
険
組

織
と
医
療
相
が
定
め
た
診
療
契
約
を
結

ん
だ
医
療
基
礎
の
こ
と
で
あ
り
、
実
際

に
医
療
保
険
参
加
者
の
診
療
、
治
療
に

当
た
る
。
登
録
制
度
が
存
在
し
、
医
療

保
険
参
加
者
は
、
初
診
時
に
は
自
身
が

登
録
し
た
医
療
保
険
診
療
基
礎
に
お
い

て
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て

い
る
。
患
者
の
病
状
が
当
該
医
療
保
険

診
療
基
礎
の
診
療
レ
ベ
ル
を
超
え
る
場

合
に
は
、
規
定
に
し
た
が
い
、
当
該
医

療
基
礎
は
適
宜
患
者
を
病
状
に
相
応
し

い
上
級
医
療
保
険
診
療
基
礎
に
転
院
さ

せ
る
責
任
を
持
つ
。

　

そ
し
て
同
医
療
保
険
法
で
は
、
国
民

皆
保
険
の
実
現
が
目
標
で
あ
る
こ
と
が

明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

医
療
保
険
に
関
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
国
家

基
本
政
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
国
が
革
命

功
労
者
・
い
く
つ
か
の
社
会
対
象
グ
ル

ー
プ
の
た
め
に
医
療
保
険
費
を
拠
出
も

し
く
は
費
用
を
補
助
す
る
と
の
方
針
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

医
療
保
険
参
加
者
に
よ
る
医
療
保
険

費
納
入
に
際
し
て
は
、
先
述
し
た
よ
う

に
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
例
え

ば
、
①
労
働
契
約
に
基
づ
く
労
働
者
、

公
安
に
勤
務
す
る
士
官
等
の
よ
う
に
、

納
入
す
る
医
療
保
険
費
の
う
ち
三
分
の

二
を
雇
用
者
側
、
残
り
を
被
雇
用
者
が

負
担
す
る
ケ
ー
ス
、
②
革
命
功
労
者
・

貧
困
戸
に
属
す
る
人
・
国
会
代
表
・
人

民
評
議
会
代
表
な
ど
の
よ
う
に
、
国
家

予
算
か
ら
納
入
さ
れ
る
ケ
ー
ス
、
③
年

金
受
給
者
、
労
働
力
喪
失
扶
助
金
受
給

者
な
ど
の
よ
う
に
、
社
会
保
険
組
織
か

ら
納
入
さ
れ
る
ケ
ー
ス
、
な
ど
で
あ
る
。

　

医
療
保
険
組
織
に
よ
る
診
療
費
給
付

率
に
つ
い
て
は
、
対
象
に
よ
っ
て
八
〇

％
、
九
五
％
、
一
〇
〇
％
に
分
か
れ
る
。

こ
の
う
ち
医
療
保
険
組
織
が
一
〇
〇
％

費
用
を
負
担
す
る
対
象
は
、
公
安
、
革

図 1　2008 年医療保険法に基づく医療保険制度の基本構造

*

（注）* 貧困戸に属する者など国家予算によって支払われる者などを含む。
（出所）2008 年医療保険法に基づき筆者作成。
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命
功
労
者
、
七
二
カ
月
ま
で
の
子
ど
も

と
さ
れ
て
い
る
。

　

医
療
保
険
制
度
の
財
源
は
、
①
医
療

保
険
法
の
規
定
に
し
た
が
っ
た
医
療
保

険
費
、
②
医
療
保
険
基
金
に
基
づ
く
投

資
活
動
か
ら
の
利
益
、
③
国
内
、
国
外

の
組
織
・
個
人
か
ら
の
財
政
支
援
、
援

助
、
④
そ
の
他
の
合
法
的
歳
入
源
、
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
上
記
①
に
関
わ

る
医
療
保
険
費
の
納
入
額
を
定
め
る
際

の
ベ
ー
ス
と
な
る
費
目
と
し
て
は
、
⒜

給
与
・
労
賃
、
⒝
年
金
、
⒞
労
働
力
喪

失
扶
助
金
、
⒟
失
業
扶
助
金
、
⒠
最
低

賃
金
、
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
医
療
保

険
費
の
上
限
額
は
上
記
そ
れ
ぞ
れ
の
六

％
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
表
１
参
照
）。

⑵
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
制
度
の
特
徴

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
二
〇
〇
八
年
医

療
保
険
法
に
基
づ
く
医
療
保
険
制
度
の

特
徴
と
し
て
、
①
社
会
扶
助
政
策
と
し

て
の
性
格
、
②
登
録
制
度
の
存
在
、
③

国
民
皆
保
険
の
実
現
を
目
標
と
し
て
掲

げ
た
こ
と
、
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。

①
社
会
扶
助
政
策
と
し
て
の
性
格

　

二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
で
は
「
国

家
は
、
革
命
功
労
者
・
い
く
つ
か
の
社

会
対
象
グ
ル
ー
プ
の
た
め
に
医
療
保
険

費
を
拠
出
、
も
し
く
は
費
用
を
補
助
す

る
」
こ
と
が
国
の
基
本
政
策
と
し
て
定

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
医
療
保
険

制
度
が
政
府
議
定
（
重
要
基
本
政
策
に

つ
い
て
定
め
た
政
府
文
書
）
に
基
づ
く

条
例
と
い
う
形
で
定
め
ら
れ
て
き
た
時

代
か
ら
継
承
さ
れ
て
い
る
方
向
性
で
あ

る
。
筆
者
は
ド
イ
モ
イ
期
に
お
い
て
一

九
九
二
年
、
一
九
九
八
年
、
二
〇
〇
五

年
に
政
府
議
定
に
基
づ
く
医
療
保
険
条

例
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て

い
る
が
、
一
九
九
二
年
の
段
階
か
ら
上

記
の
方
向
性
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
、

一
九
九
八
年
の
条
例
で
は
明
確
に
国
が

実
行
す
る
社
会
政
策
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
で

は
貧
困
戸
に
属
す
る
者
、困
難
な
経
済
・

社
会
的
条
件
、
特
別
困
難
な
地
域
に
お

い
て
生
活
す
る
少
数
民
族
に
つ
い
て
は
、

医
療
保
険
費
（
最
低
賃
金
の
六
％
が
上

限
）
を
国
家
予
算
か
ら
納
め
る
と
さ
れ
、

診
療
費
給
付
率
に
つ
い
て
は
九
五
％
と

定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自

身
で
医
療
保
険
費
を
納
め
な
い
社
会
扶

助
政
策
対
象
者
を
も
包
摂
し
て
い
る
こ

と
が
、
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
に
基

づ
く
医
療
保
険
制
度
の
特
徴
の
ひ
と
つ

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
現
行
制
度
で

は
生
活
保
護
受
給
者
は
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
か
ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、

健
康
保
険
証
も
交
付
さ
れ
な
い
。
代
わ

り
に
医
療
扶
助
を
受
け
る
形
と
な
り
、

福
祉
事
務
所
に
申
請
し
て
医
療
保
険
証

の
代
わ
り
に
医
療
券
の
発
行
を
受
け
、

指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
受
診
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

②
登
録
制
度
の
存
在

　

次
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
医
療
保
険
制
度

に
は
医
療
保
険
参
加
者
が
医
療
サ
ー
ビ

ス
を
最
初
に
受
診
す
る
医
療
基
礎
を
登

録
す
る
制
度
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
（
参
考
文
献
①
参
照
）。
登
録
し
た

医
療
基
礎
で
は
対
応
が
難
し
い
場
合
に

は
、
当
該
医
療
保
険
診
療
基
礎
の
紹
介

を
介
し
、
患
者
の
病
状
に
応
じ
て
行
政

級
（
社
レ
ベ
ル
、
県
レ
ベ
ル
、
省
レ
ベ

ル
、
中
央
）
に
沿
っ
て
受
診
す
る
医
療

基
礎
を
移
動
す
る
形
が
想
定
さ
れ
て
い

る
。
他
の
レ
ベ
ル
の
医
療
基
礎
に
直
接

通
院
し
た
場
合
に
は
、
診
療
費
給
付
率

引
き
下
げ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
科
さ
れ
る
。

政
府
議
定
六
二
（
二
〇
〇
九
年
七
月
二

七
日
付
）
に
基
づ
け
ば
、
登
録
し
た
レ

ベ
ル
を
超
え
て
中
央
の
病
院
に
直
接
通

院
し
た
場
合
に
は
、
診
療
費
給
付
率
は

三
〇
％
、
省
級
病
院
の
場
合
に
は
五
〇

％
、
県
級
病
院
の
場
合
で
は
七
〇
％
と

な
る
。

　

登
録
制
度
に
つ
い
て
二
〇
〇
八
年
医

療
保
険
法
で
は
、「
医
療
保
険
参
加
者

は
、
社
、
県
も
し
く
は
こ
れ
ら
と
同
等

レ
ベ
ル
の
診
療
基
礎
に
お
い
て
、
最
初

に
診
療
を
受
け
る
医
療
保
険
診
療
基
礎

の
登
録
を
行
う
権
利
を
持
つ
」（
二
六

条
一
項
）
と
定
め
ら
れ
、
医
療
保
険
参

加
者
の
権
利
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
制
度
は
、
文
章
表
現
は
異

な
る
が
、
少
な
く
と
も
一
九
九
八
年
の

医
療
保
険
条
例
の
段
階
か
ら
、「
登
録

（đăng ký

）」
と
い
う
用
語
を
用
い
て

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇

八
年
医
療
保
険
法
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
制

度
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
上
記
二
六
条
一
項
で
医
療

保
険
参
加
者
の
権
利
と
し
て
述
べ
ら
れ

て
は
い
る
が
、
別
の
条
項
で
は
医
療
保

険
組
織
が
医
療
保
険
参
加
者
に
対
し
て

登
録
す
る
医
療
基
礎
の
選
択
を
指
導
す

る
と
さ
れ
て
お
り
（
四
一
条
七
項
）、

筆
者
が
ベ
ト
ナ
ム
各
地
方
で
二
〇
一
三

～
二
〇
一
四
年
に
実
施
し
た
フ
ィ
ー
ル

ド
調
査
で
は
、
話
を
う
か
が
っ
た
貧
困

者
、
障
害
者
の
ほ
と
ん
ど
が
政
府
機
関

の
指
導
に
よ
り
社
レ
ベ
ル
診
療
所
に
登

録
し
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
。

　

政
府
議
定
に
基
づ
く
条
例
時
代
か
ら

続
く
登
録
制
度
が
二
〇
〇
八
年
医
療
保

険
法
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
た
要
因
と

し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
が
考
え
ら

れ
る
。
⒜
貧
困
戸
に
属
す
る
者
な
ど
政

策
対
象
者
に
対
す
る
社
会
扶
助
政
策
と

し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
、
⒝
上
記
⒜

と
関
わ
る
が
、
医
療
分
野
に
お
け
る
地
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方
在
住
者
の
状
況
把
握
、
対
応
策
の
準

備
、
管
理
の
た
め
に
当
局
が
必
要
だ
と

判
断
し
た
こ
と
、
⒞
ハ
ノ
イ
や
ホ
ー
チ

ミ
ン
市
な
ど
大
都
市
の
一
部
病
院
で
発

生
し
て
い
る
過
重
負
担
問
題
へ
の
対
策

（
も
し
登
録
制
度
を
維
持
し
な
け
れ
ば
、

高
度
か
つ
安
全
な
医
療
を
求
め
て
地
方

在
住
の
患
者
が
こ
れ
ら
大
病
院
に
殺
到

し
て
し
ま
う
）、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

③
国
民
皆
保
険
の
実
現

　

最
後
に
、
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法

が
「
全
民
医
療
保
険
」
の
実
現
を
目
指

す
こ
と
を
明
確
に
定
め
て
い
る
こ
と
も

特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
が
定

め
た
二
五
種
類
の
対
象
（
表
１
参
照
）

す
べ
て
が
医
療
保
険
に
参
加
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
上
記
①
、
②
同
様
に
、

こ
の
③
も
政
府
議
定
に
基
づ
く
条
例
時

代
に
定
め
ら
れ
た
内
容
の
継
承
で
あ
り
、

二
〇
〇
五
年
に
出
さ
れ
た
医
療
保
険
条

例
に
お
い
て
全
民
参
加
（toàn dân 

tham
 gia

）
と
い
う
方
向
性
は
既
に
打

ち
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
方

向
性
を
「
全
民
医
療
保
険
（bảo hiểm

 
y tế toàn dân

）」
と
い
う
用
語
で
表
現

し
、
国
会
で
制
定
さ
れ
る
法
文
上
で
定

め
た
の
は
、
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法

が
初
め
て
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
日
本

で
は
一
九
六
一
年
四
月
か
ら
国
民
皆
保

険
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。

●�

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
ベ
ト
ナ
ム
で
初
め
て
制
定

さ
れ
た
医
療
保
険
法
で
あ
り
、現
行（
本

稿
執
筆
現
在
）
の
ベ
ト
ナ
ム
の
医
療
保

険
制
度
の
土
台
を
構
成
し
て
い
る
二
〇

〇
八
年
医
療
保
険
法
に
つ
い
て
、
法
文

に
即
し
て
読
み
解
き
、
二
〇
〇
八
年
医

療
保
険
法
に
基
づ
く
医
療
保
険
制
度
の

基
本
的
な
内
容
と
構
造
に
つ
い
て
考
察

し
た
。

　

そ
し
て
、
同
制
度
は
現
物
給
付
形
式

を
採
用
し
て
お
り
、
そ
の
特
徴
と
し
て

⑴
社
会
扶
助
政
策
と
し
て
の
性
格
、
⑵

登
録
制
度
の
存
在
、
⑶
国
民
皆
保
険
の

実
現
を
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
こ
と
、

の
三
点
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
考
察
の

過
程
で
は
、
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法

に
は
そ
れ
以
前
に
定
め
ら
れ
、
運
用
さ

れ
て
き
た
医
療
保
険
条
例
の
内
容
が
継

承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
な
お
、
運
用
面
で

生
じ
た
課
題
、
二
〇
一
四
年
に
二
〇
〇

八
年
医
療
保
険
法
に
対
し
て
施
さ
れ
た

修
正
、
補
充
の
具
体
的
な
内
容
の
検
討

な
ど
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
別

の
機
会
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
二
〇
一
三
年
三
月
～
二
〇
一

五
年
三
月
に
海
外
調
査
員
と
し
て
ベ
ト

ナ
ム
に
赴
任
し
た
際
の
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
お
世
話
に
な
っ
た
皆
様
に
心
か

ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
て
ら
も
と　

み
の
る
／
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所　

東
南
ア
ジ
ア
Ⅱ
研
究
グ
ル
ー

プ
）

《
注
》

⑴
退
役
兵
士
、
貧
困
戸
に
属
す
る
人
、

困
難
な
経
済
、
社
会
的
条
件
下
で
暮
ら

す
少
数
民
族
、
障
害
者
、
失
業
扶
助
金

受
給
者
、
七
二
カ
月
の
子
ど
も
等
が
含

ま
れ
る
。

⑵ 

二
〇
〇
二
年
に
出
さ
れ
た
首
相
決
定

二
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
一
月
二
四
日

付
）
に
基
づ
き
、
実
際
に
は
ベ
ト
ナ

ム
社
会
保
険
が
社
会
保
険
制
度
と
と

も
に
医
療
保
険
制
度
を
担
っ
て
い
る
。

⑶ 

契
約
し
た
最
初
の
時
は
、
合
意
文
書

の
内
容
に
基
づ
き
、
最
低
八
〇
％
の

補
充
を
行
う
（
三
二
条
一
項
）。

⑷ 

二
〇
一
一
年
に
出
さ
れ
た
首
相
決
定

九
号（
二
〇
一
一
年
一
月
三
〇
日
付
）

に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
一
～
二
〇
一
五

年
の
貧
困
戸
に
つ
い
て
は
、
家
族
構

成
員
一
人
あ
た
り
収
入
が
農
村
部
で

四
〇
万
ド
ン
以
下
、
都
市
部
で
五
〇

万
ド
ン
以
下
の
世
帯
を
指
す
。
近
貧

困
戸
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
に
構
成

員
一
人
あ
た
り
収
入
が
農
村
部
で
四

〇
万
一
〇
〇
〇
～
五
二
万
ド
ン
、
都

市
部
で
五
〇
万
一
〇
〇
〇
～
六
五
万

ド
ン
が
基
準
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

⑸ 

原
文
は
「
権
利
を
持
つ
」
と
い
う
表

現
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実

的
に
は
義
務
と
同
様
で
あ
り
、
す
べ

て
の
医
療
保
険
参
加
者
が
登
録
す
る
。

⑹ 

医
療
保
険
参
加
者
の
発
意
に
基
づ
い

て
登
録
基
礎
を
変
更
で
き
る
ケ
ー
ス

は
現
実
的
に
は
限
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

⑺ 

中
位
の
生
活
レ
ベ
ル
の
農
林
漁
業
・

塩
業
従
事
者
に
つ
い
て
。

⑻ 

複
数
の
制
度
の
対
象
者
が
そ
れ
ぞ
れ

の
制
度
に
基
づ
い
て
医
療
保
険
証
を

複
数
供
給
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
事

態
も
あ
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
医
療
保

険
法
は
二
〇
一
四
年
一
月
一
日
ま
で

に
医
療
保
険
参
加
者
に
対
し
て
写
真

付
き
の
医
療
保
険
証
を
配
布
す
る
よ

う
求
め
て
い
る
（
一
六
条
五
項
）。

⑼ 

「
最
低
額
は
そ
の
前
２
四
半
期
の
医

療
保
険
診
療
の
累
計
支
出
額
、
最
高

額
は
そ
の
前
二
年
間
の
累
計
支
出
額

を
超
え
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る

（
三
五
条
一
項
）。

《
参
考
文
献
》

①
寺
本
実
「
ド
イ
モ
イ
期
ベ
ト
ナ
ム
医

療
の
課
題
―
―
医
療
保
険
の
登
録
制
度

を
通
し
て
―
―
」（『
ア
ジ
研
ワ
ー
ル
ド
・

ト
レ
ン
ド
』
第
二
五
七
号
、
二
〇
一
七

年
）。


